
 

 

子どもたちが身の危険を感じた時に、一時的に緊急避難できる場所としての活動です。 

協力員となった際は、左のステッカーを玄関先など目立つところに掲示してください。 

 

 

 市内を縦横に移動できる自転車に防犯 PR 用の帯を取り付け、犯罪の抑止力を高

めるための活動です。 

協力員となった際は、自転車の荷物かごなどに左の帯を取り付けてください。 

 

子どもたちが身の危険を感じ、助けを求めてきた場合には… 

１ 保護をする 

 子どもの身の安全を確保してください。※積極的に犯人逮捕（追跡など）を行う必要はありません。 

２ 110番（警察）へ通報する 

 子どもを十分に落ち着かせ、話を聞いてください。※警察官が来るまで、子どもを保護し続けてください。 

３ 子どもがその他のことで助けを求めてきた場合には、できる限り力になってあげてください 

例：けがをした、トイレを貸してほしい、傘を貸してほしいなど 

 

「子どもを守る家」、「みんなで子どもを守ろう自転車防犯帯」は、ボランティア活動の一環です。助けを求めて来た

際に不在であったなどで救護できなかったとしても、義務や責任を負うものではありません。また、協力員がその運動

に関連して、身体に傷害を負った、住居または店舗建物もしくは所有物を損壊した場合、災害見舞金を支給します。 

 

【お問合せ・連絡先】               

武蔵野市子ども家庭部児童青少年課       

      〒180-8777 武蔵野市緑町２丁目２番 28号   

      電話 0422（60）1853  FAX 0422（51）9327 

                                                

「子どもを守る家」、「みんなで子どもを守ろう自転車防犯帯」申込用紙 

 

令和   年   月   日  

申請者 

住所 〒   -      武蔵野市     （町）   丁目   番   号        

 

氏名                           ※店舗などでの登録の場合は商号を併記ください 

 

電話番号        （     ）                 

 

  申請種別  個人 ・ 施設 ・ 会社、商店 ・ その他（             ） 

 

下記の個人情報の取り扱いに同意した上で、協力を希望する活動に☑を入れてください。 

  □ 子どもを守る家に協力します。 

  □ みんなで子どもを守ろう自転車防犯帯に協力します。 

自転車防犯帯    枚 自転車の使用者                         

                        ※複数枚の交付を希望する場合は使用者全員の氏名を記載ください。 

 

「子どもを守る家」「みんなで子どもを守ろう自転車防犯帯」へのご協力をお願いします 

※個人情報の取り扱い
取得した個人情報は武蔵野市個人情報保護条例に基づき厳重に取扱い、記載の個人情報については、本
事業実施の目的のために利用し、これ以外の目的のためには一切利用しません。ただし、本事業を推進
していくにあたり、武蔵野市青少年問題協議会地区委員会に個人情報を提供する場合がございます。


